指定管理者制度について
　1．趣　旨
指定管理者制度とは、公共施設の「公」から「民」への開放を促進させる制度であり、この制度の内容は、従来「公の施設」の管理に関し、市が出資した法人又は公共団体、公共的団体のみに限定されていた「管理委託制度」から、出資法人等以外の民間事業者等を含む団体を市が指定し、団体に施設の管理を行わせることができるという制度に変わったものです。
　　 これを受けて、今後の公の施設管理については、この指定管理者制度によるか、あるいは市が直営で管理を行うかどちらかとなっています。
　　 この指定管理者の制度の趣旨は、多様化する住民のニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間等の能力を活用しながら、住民サービスの向上に努めるとともに、経費の節減を図ることを目的としたものです。
2．管理の範囲
　　 「指定管理者制度」は、施設の管理に関する権限も委任して行わせるものであり、指定管理者は、利用許可も行い、条例の範囲で料金を自由に設定でき、使用料は指定管理者の収入として受け取ることができます。
　　 施設の管理だけでなく運営についても指定管理者が一定の枠の中で自由にできることになります。
3．指定管理者の募集は
　　 公募が原則となっていますが、法的な義務付けはありません。その施設の設置目的及び現在管理委託している団体の設置経過等を勘案した場合の公募になじまない施設については特定の団体を指定することができます。
4．指定管理者の指定の流れ
　　 提出された申請書類を、今回募集いたしております「嘉麻市公の施設指定管理者審査委員会」において審査し、また、応募業者からの説明及び施設調査等を行い、審査基準に沿って採点をし、業者選考を行います。そして、その結果を市長に対し報告します。市長はこれを受けて議会に提案をし、議会の議決を受けた後に指定管理者の指定を行います。
5．審査委員会の事務内容
　　 審査委員会は、市長等の諮問に応じ、指定管理者候補者の選定に関する調査及び審査、指定管理者の指定の取消し又は業務停止に関する事項が主な内容であります。
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